
閏免韓や検霞が必要なプレジヤ調ポートに粟購する際、琵用が義務付けられている

ライフジャケットは「艦翻二藤じ規定されたもの」に改琵されました。

あれば良い(桜マークの有無は問わず、

ればならない」ことと改正されました。
㊨レスわ←ほ

トを着用しなけ

免甑や鰊蚕が必要なプレジャーボートに寮船ずる日鰯蝿するライフジャケットは、

※国が安全性を確認した証である桜マークがあるライフジャケットを活用してください!

※桜マークがあるライフジャケットには、特定の船舶でしか使用が認められないものがあるので注意してください!

(下表参照)

タイプ �琵蟹潮二組で接輯可能な鮎鵡　　　　冨 

A �全てのプレジヤ調ボート 

D 

声 �翻闇緯指したれ華南薄幸鯨上パイ鱒 
翁 

鬱蘭闘:
鰭鏑醸韻獲び小型駐髄操宗麟番台塞適度く適度患類2点弾
き露琵雪罷琵琵潮籠水上襲禽条例適度
(馨藻醇の指示に従わない適度、2説樺聞以回下の闘金津

プレジャーボートとは:専らレク)エーシヨンその他の余暇を利用して行う活動に使用される、水上オートバイ、クルーザー、モーター

ボートその他の推進機関付きの船舶をいい、いわゆるミニボート(長さ3メートル未満の船舶であって、推進機

関の連続最大出力が十5キロワット未満の小型船舶をいいます。 )もプレジャーボートに含まれます。

閣議緒詰謹謹書霧憲繋ぎ諾器露器謁
※ミニボート等に乗船する際のライフジャケットは、十分な浮力を有すればタイプは問いません。 (桜マークの有無は問わず、輸入品も可)

※水上スキー等の目的で乗船中の方も含まれます。

※ミニボートとは長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が1.5キロワット未満の小型船舶をいいます。

※水上スキー等とは水上スキーの他パラセール、バナナポート等、動力船にひかれるものをいいます。

鯵闘開田滋麓曝露琵潮籠東上襲全集鯛連投く讃軍露雷の指示に従わない適度、20野田以下の罰金)!

聞手ござボートやヨットに桑る人もこれまでどおり
十分な浮力を葡“するライフジャケット(桜マ一
客籍崩しましょう。

の有無は聞

・-必ず着けようi命を守るライフジャケット!~
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